
毎年、当健康保険組合の人間ドックをご利用いただき有難うございます。平成 30年度も人間ドック補助事業を実施してまいりま

す。基本的には例年と同様です。下表は、人間ドック受診の際の流れをまとめたものです。 

１．人間ドック受診資格について 

当健康保険組合の人間ドック補助をご希望の方には、以下の 3つの条件が必要です。 

（１）日本レストランエンタプライズ健康保険組合の被保険者（ご本人）または被扶養者(ご家族）であること。ドッ

ク申込日もドック受診日も、当健保組合の加入者である事。  

（２）満年齢が 40 歳以上であること。 ドック受診日において満 40歳以上であることが必要です。※利用申込書の

提出時点では 39歳であってもＯＫです。 

 

 

 

 

 

 



（３）ドック受診申し込み日の時点で、加入期間が継続して 1年以上であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例①】ドック申込日時点で、1年以上の加入期間を有している場合 →〇 

【例②】転勤・再雇用・任継取得等の事由で資格喪失・取得を経て、継続して 1年以上の加入期間を有している場合 →〇 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の条件に該当される方は、 

①個別契約病院または健保連契約病院一覧からご希望の病院等をご選択いただき、直接お電話してご希望の受診日を伝えて直接

ご予約下さい。 

②原則として受診日の 20日前までに、健康保険組合宛てにドック利用申込書と自己負担金（被保険者 1万 1 千円・被扶養者 1万

6千円）をご提出下さい。 

③ドック受診可能期間は、原則として平成 30年 5月 1日～平成 31年 2月 28日です。 

 

  

【例③】ドック申込日時点で、継続して 1年以上の加入期間を有していない場合 →× 



２．ドック自己負担金とオプション補助について 
 (1)人間ドック補助をご希望の方は、ドック利用申込書に添えて自己負担金をお支払いお願いします。 

被保険者 １１，０００円 

被扶養者 １６，０００円 

   申込書提出と送金については、以下のいずれかの方法でお願いします。 

   ①お知り合いの方に預けて、健保組合または本社（秋葉原）総務給与厚生課の坂久保副部長までお持ちいただく。 

②現金書留にて申込書とともに健保組合宛てに郵送いただく 

③申込書とは別に、自己負担金を以下の銀行口座あてにお振込みいただく。 

 みずほ銀行 稲荷町支店（０９０）  普通口座２０２１０４３ 

  日本レストランエンタプライズ健康保険組合 

 

(2)オプション補助について 健保連契約と個別契約病院との違い 

 健康保険組合は事前に人間ドック受診の申し込みのあった加入者に対し、自己負担金を除くドック基本検査料金

の全額を補助します。ただし、個別契約病院については基本ドックに加えて①胃カメラ、②乳がん検査 ③子宮が

ん検査に関しても原則として補助の対象とします。 

健保連契約病院 

※全国約 1000 ヵ所 

ドック基本検査料金について健康保険組合が補助する。 

オプションに関する補助はない。※基本ドック検査のみ補助 

個別契約病院 

※全国約 36ヵ所 

ドック基本検査に加えて、オプション検査のうち①胃カメラ（経口・経鼻）、②乳がん検

査（エコー検査またはマンモグラフィー）、③子宮がん検査（子宮頸がんのみ）の 3 種類

に関しては、ドック補助の対象とする。 

  ※個別契約病院のドック受診でも、上表以外のオプション項目については、補助対象ではありません。 

  ※個別契約病院のドック受診でも、基本検査＋オプション検査料金の合計が 5万 5千円（税抜）の補助上限額を超えた

場合には、補助の対象にはなりません。超えた場合には、オプションの検査項目のうち１つか 2つを取り消していただくこ

とをお願いすることがございます。ご了承くださいませ。 

  



■健保連契約と個別契約との違い（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□個別契約病院でオプション検査追加により補助上限額を超えてしまった場合（イメージ） 

 ドック総額が、補助上限額 5万 9,400 円（消費税込）を超えてしまった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．人間ドックご利用申込の流れ 

(1)人間ドック受診ご予約から利用申込み、健診結果受取りまで 

 ①ドックを希望する病院等を選ぶ。 

  個別契約病院一覧表または健保連契約病院一覧表の中から、ご希望のドック健診機関を 1つご選択下さい。 

  ※「疾病予防 健康づくり個別契約病院一覧表」または「疾病予防 健康づくり人間ドック」のページから、下記の

ページまたはＰＤＦリンクから参照願います。 

  個別契約病院 一覧表 ※ページ 

健保連契約病院（北海道・東北地方）一覧表 ※ＰＤＦ 

健保連契約病院（関東地方）一覧表 ※ＰＤＦ 

健保連契約病院（東海・甲信越・北陸）一覧表 ※ＰＤＦ 

健保連契約病院（中部・関西地方）一覧表 ※ＰＤＦ 

健保連契約病院（中国・四国地方）一覧表 ※ＰＤＦ 

健保連契約病院（九州・沖縄地方）一覧表 ※ＰＤＦ 

 

 ②希望する病院等へ予約の電話をかける。 

  ご希望の健診機関を選んだら、次にその病院等へ直接ご予約のお電話をかけて下さい。 

個別契約病院 

「（そちらと個別契約をしている）日本レストランエンタプライズ健康保険組合の被

保険者ですが、日帰りドックの予約を○月○日にお願いします」 

健保連契約病院 「健保連契約の日帰り一日ドックを○月○日にお願いします」 

※健保連契約病院では基本検査のみが健保の補助対象です。個別契約病院では基本検査＋胃カメラ＋婦人科健診の合計額が５

万９，４００円（税込）以下である場合に限り、補助対象になります。 

http://homepage3nre-kenpo.life.coocan.jp/25kobetu.html
http://homepage3nre-kenpo.life.coocan.jp/25kenporen%201.html
http://homepage3nre-kenpo.life.coocan.jp/25kenporen%202.html
http://homepage3nre-kenpo.life.coocan.jp/25kenporen%203.html
http://homepage3nre-kenpo.life.coocan.jp/27kenporenn1%20kannsai.html
http://homepage3nre-kenpo.life.coocan.jp/27kenporenn2%20sannyousikoku.html
http://homepage3nre-kenpo.life.coocan.jp/27kenporenn3%20kyuusyuu.html


③人間ドック利用申込書に記入する。 

 病院等への予約ができた後で、人間ドック利用申込書にご記入ください。利用申込書は当ホームページの「疾病予防 

健康づくり個別契約病院一覧表」または「疾病予防 健康づくり人間ドック」のページから、ＰＤＦがダウンロード

できます。 

 人間ドック利用申込書 ※ＰＤＦ 

人間ドック利用申込書 記入例 ※ＰＤＦ 

 

④ドック利用申込書と自己負担金を、健保組合へ提出する。 

 記入ずみのドック利用申込書と自己負担金（被保険者 1 万 1千円、被扶養者 1 万 6千円）を健康保険組合へ提出下さ

い。原則として受診日の 20 日前までに提出をお願いいたします。 

 

 ◇申込書提出と送金については、以下のいずれかの方法でお願いします。 

   ①お知り合いの方に預けて、健保組合または本社（秋葉原）総務給与厚生課の坂久保副部長までお持ちいただく。 

②現金書留にて申込書とともに健保組合宛てに郵送いただく 

③申込書とは別に、自己負担金を以下の銀行口座あてにお振込みいただく。 

 みずほ銀行 高輪台支店（１９９）  普通口座８０３１９４２ 

  日本レストランエンタプライズ健康保険組合 

 

⑤申込書と自己負担金提出後、健康保険組合から利用通知書がご自宅に届く。 

 右のような利用通知書と自己負担金の領収書（銀行振込みの場合は、領収書を省略させ

ていただきます）をご自宅宛てにお送りいたします。利用通知書は受診当日にドック健診

機関の窓口にご提出ください。 

 

この利用通知書を、ドック当日に病院窓口へ提出お願いします。⇒ 

 

 

  

http://homepage3nre-kenpo.life.coocan.jp/26mousikomisyo26.pdf
http://homepage3nre-kenpo.life.coocan.jp/26mihonn%20mousikomi26.pdf
http://homepage3nre-kenpo.life.coocan.jp/26mihonn%20mousikomi26.pdf


⑥ドック受診日に健康保険証とドック利用通知書を持参し、ドック利用通知書を病院窓口へ提出すること。 

 

⑦ドック受診１，２カ月後に受診結果が自宅宛てに送付される。 

 

 

 

人間ドック補助事業についての説明は以上となります。その他お問合せ等ございましたら、下記の連絡先までお願いい

たします。 

 

 

日本レストランエンタプライズ健康保険組合 

ＴＥＬ ０３－５８１６－００８５ 

担当 飯野 


